
 

 

教 生 学 第 8 2 号  

令和３年（2021年）４月30日  

各 教 育 局 長 

各 道 立 学 校 長 

各市町村教育委員会教育長（札幌市を除く） 様 

（ 各 市 町 村 立 学 校 長 ） 

（各市町村立幼稚園及びこども園長） 

 

北海道教育庁学校教育局生徒指導・学校安全課長 伊 藤 伸 一  

 

   農業用用排水施設における事故の防止について（通知）  

 このことについて、北海道農政部農村振興局農業施設管理課指導管理担当課長

から、別添写しのとおり依頼がありましたので、通知します。 

 道内においては、まもなく農作業が本格化し、特に春先から８月にかけては、

農業用水路の水量が増え、流れも速くなることから、幼児や児童生徒が水路に転

落し、死亡事故につながることが懸念されます。 

つきましては、農業用の水路、ダムやため池など危険な場所に近づかないよう

幼児や児童生徒に指導するとともに、保護者に対しても注意を呼び掛け、事故の

防止に万全を期すようお願いします。 

 

（生徒指導（学校安全）係）  

 



施管第 104 号

令和３年（2021年）４月20日

北海道教育庁

学校教育局生徒指導・学校安全課長 様

北海道農政部農村振興局

農業施設管理課指導管理担当課長

農業用用排水施設における事故の防止について（依頼）

春陽の候、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

まもなく農作業が本格化する季節を迎えますが、特に春先から８月にかけては、農業用

水路の水量が増え、流れも速くなることから、水路への転落などが死亡事故につながるこ

とも少なくありません。

道といたしましては、事故を未然に防止するため、農業用用排水施設の管理者である土

地改良区など関係団体に対し、事故の防止対策に万全を期すよう指導するとともに、地域

住民に対しても注意を呼び掛けているところです。

つきましては、貴職におかれましても、各地域の幼稚園及び学校を通じ、園児・児童・

生徒が農業用の水路、ダムやため池など危険な場所に近づかないよう御指導いただくとと

もに、園児・児童・生徒の保護者に対しても注意を呼び掛けていただくよう、御協力をよ

ろしくお願いします。

土地改良団体係
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